
‭株式会社すみか　情報公開規程‬

‭（目的）‬
‭第１条　本規程は、株式会社すみか（以下「当社」という。）の経営及び事業活動に関する‬
‭情報を適切に公開し、透明性の確保と社会からの信頼向上を図ることを目的とする。‬

‭（公開の基本原則）‬
‭第２条　当社は、法令に基づき公開を義務づけられた情報を適正に開示するとともに、株‬
‭主、取引先、利用者、支援者等の利害関係者に対し、必要な情報を積極的に公開する。‬

‭（公開の対象）‬
‭第３条　当社が公開する情報は、次のとおりとする。‬

‭1.‬ ‭定款‬

‭2.‬ ‭事業報告‬

‭3.‬ ‭貸借対照表、損益計算書及びキャッシュフロー計算書‬

‭4.‬ ‭株主総会議事録及び取締役会議事録（休眠預金活用事業に係る部分を含む）‬

‭5.‬ ‭補助金・助成金等の受給状況及びその使途‬

‭6.‬ ‭その他、代表取締役が公開することが適当と認めた情報‬

‭（公開方法）‬
‭第４条　情報の公開は、次に掲げる方法により行う。‬

‭1.‬ ‭当社事務所における閲覧‬

‭2.‬ ‭必要に応じて、当社ウェブサイトへの掲載‬

‭3.‬ ‭その他、代表取締役が適当と認める方法‬

‭（公開の時期）‬



‭第５条　情報公開は、決算確定後速やかに行うものとし、その他必要な情報についても適宜‬
‭公開する。‬

‭（個人情報及び機密情報の取扱い）‬
‭第６条　情報公開にあたっては、個人情報保護法その他の関連法令を遵守し、機密情報につ‬
‭いては公開の対象としない。‬

‭（改廃）‬
‭第７条　本規程の改廃は、取締役会の決議を経て行う。‬


